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政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
た
高
速
取
引
の
進
展
に
よ
り
、
市
場
の
安
定
性
や
効
率
性
、
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
等
の
観
点
か
ら

様
々
な
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
法
に
基
づ
き
創
設
さ
れ
る
高
速
取
引
行
為
者
の
登
録
制
度
の
下
で
、

当
局
に
よ
る
検
査
・
監
督
及
び
金
融
商
品
取
引
所
に
よ
る
調
査
を
活
用
し
て
高
速
取
引
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、

個
人
投
資
家
等
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
際
的
な
連
携
も
図
り
つ
つ
今
後
の
規
制
の
在
り
方
を
適
宜
検
討
す

る
こ
と
。

一

上
場
会
社
に
よ
る
公
平
な
情
報
開
示
に
係
る
規
制
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
規
制
内
容
の
明
確
化
や
周
知
徹
底
な
ど
の

環
境
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
る
情
報
の
不
適
切
な
取
扱
い
に
よ
っ
て
市
場
の
透
明
性
や
公

正
性
に
対
す
る
信
頼
を
損
ね
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
不
公
正
取
引
規
制
の
実
効
性
確
保
を
図
る
こ
と
。

一

証
券
・
金
融
と
商
品
を
一
体
と
し
て
取
り
扱
う
総
合
取
引
所
の
創
設
が
、
我
が
国
市
場
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
利
用

者
利
便
の
向
上
を
図
る
た
め
に
重
要
な
取
組
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
総
合
取
引
所
に
つ
い
て
の
規
制
・
監
督
を
一
元
化
す
る

金
融
商
品
取
引
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
そ
の
早
期
実
現
に
向
け
て
取
引
所
等
の
関
係
者
に
対
し
更
な
る
検
討
を
促
す
な
ど
、

金
融
庁
、
農
林
水
産
省
及
び
経
済
産
業
省
が
連
携
し
て
対
応
を
強
化
す
る
こ
と
。

一

本
法
に
基
づ
く
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
我
が
国
の
金
融
及
び
資
本
市
場
を
め
ぐ
る
環

境
変
化
を
踏
ま
え
、
投
資
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
実
効
性
の
あ
る
検
査
及
び
監
督
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

そ
の
際
、
地
域
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
検
査
及
び
監
督
を
主
に
担
当
す
る
財
務
局
も
含
め
、
優
秀
な
人
材
の
確
保
と

職
員
の
専
門
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
な
定
員
の
確
保
、
高
度
な
専
門
的
知
識
を
要
す
る
職
務
に
従
事
す
る
職
員

の
処
遇
の
改
善
、
機
構
の
充
実
及
び
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


